
三島村ジャンベ留学生規則 

みしまジャンベスクール 

 

 ジャンベ留学について、以下を念頭に置いて活動を行ってください。 

 また、不明な点がある場合には、自己で判断せず、定住促進課や出張所長に相談して

ください。 

 

ジャンベ留学生の心得 

１．留学期間中は、以下の活動に参加すること。また、きちんと参加できるよう、体調

の自己管理を行うこと。 

 ・ジャンベ活動 

  ・指導者による練習は 9：00 から 11：30/14：00 から 16：00 とする。 

  ・その他の時間は基本的に自主練習を行う。 

  ・フェリー出入港時，港での演奏を行う。 

  ・島民向けジャンベ講座及び練習会（水曜日夜）に参加する 

  ・子供会ジャンベ活動（土曜日午後）に参加する。 

  ・中学生コンクール出場のための部活動に参加する。 

   （5~7 月、平日夕方 土日午前中） 

 ・村主催のイベント（国際講座・ミシマカップ等）に参加する。 

 ・地区奉仕作業など，地区主催の行事に参加する。 

 ・硫黄島青年会への入会及び同会の行う奉仕活動に参加する。 

 ・その他地域貢献となる行事等に参加する。 

  （別途、村役場より指示を行います。） 

 ※休日の活動も多くあるが、無理のない範囲で参加すること。 

 

２．常に協調性を念頭に置き，留学生同士の和，地域の和を考慮し活動を行うこと。ま

た、生徒同士またはスクールの不利益になる個人的行動・発言は慎むこと。 

 

４．宿舎やセンター等の公共スペースは常に清潔な環境を心がけ，宿舎や使用する施設

は週１回必ず清掃を行うこと。 

 

５．施設や、村から借用している物品が破損した場合、速やかに定住促進課に報告する

こと。 

 

６．グループ内で問題が発生した場合は、お互い冷静に対処し、早期解決に努めること。  

解決が図れない場合、定住促進課に相談すること。 

 

７．島を離れる場合，原則として 5 日前までに定住促進課へ報告すること。また，島内



の行事と重ならないよう十分に配慮すること。但し、緊急を要する場合は電話報告

でも構わない。 

やむをえず長期にわたり島を離れる場合，定住促進課と事前に協議すること。 

 

８．やむを得ず，留学を中断する事由が生じた場合，中断の 2 週間前までにその意志を

村に伝えること。 

 

９．不慮の事故等が発生した場合，ただちに自己の生命の維持に努めること。安全確保

が出来次第、速やかに定住促進課に伝達すること。 

 

施設の利用について 

宿舎、体育館、開発センター等は，公共施設であり，みだりに私的理由で使用せず，

節電・節水等に努めること。破損、不具合は自身の責任の有無を問わず、遅滞なく

速やかに定住促進課に報告すること。 

 

村緊急連絡先 

・怪我など 

 硫黄島診療所：09913-2-2110 （携帯：        ） 

・警察連絡先 

 硫黄島駐在所：09913-2-2111 

・三島村役場 

定住促進課：099-222-3141   

硫黄島出張所：09913-2-2101 

その他関係者 

・講師：サウンドヒル代表 徳田健一郎 

・地域サポーター：硫黄島地区長 

ジャンベグループ あ・ぼーら 

 


